
 

 

 精神疾患を発症して休職に入った社員が，債務の本旨に従った労務提供ができる

程度にまで精神疾患が改善しないまま休職期間が満了すると，退職という重大な法

的効果が発生することになりますので，休職命令発令時及び休職期間満了直前の時

期に，何年何月何日までに債務の本旨に従った労務提供ができる程度にまで精神疾

患が改善しなければ退職扱いとなるのかを通知すべきと考えます。 

 事前に休職期間満了日を明確に通知することは，休職期間満了退職の効力が無効

と判断されにくくなる方向に作用する一要素となります。 

 

Ｑ１４８．休職期間満了日は予め通知すべきでしょうか。 


